
別 紙 

 
パブリックコメントにおける意見及び区民説明会における意見と区の考え方 

 
 
（１）子育て支援計画（保育計画追加修正） 

№ 意見要旨 件数 区の考え方 

１ 

保育計画の追加修正は評価できる。しか

し、待機児童数の増加に対する対症療法で

あり、当面想定される待機児童数を上回る

保育定員の確保を行うなど、積極的な施策

推進を図るべきである。 

２ 

待機児対応に向けて、保育所の定員をもっ

と拡大してほしい。保育所入所が確実にな

れば、働くという人も多いと思う。 

３ 

保育施設の整備について①区立保育園に

ついて定員を増強すること②緊急対策と

して行う認証保育所の開設に際しては、開

設者や施設整備について区が責任を持つ

こと③60 人規模の保育園を区又は社福が

開設すること④幼稚園を含めた地域性を

加えた検討を行うこと。 

３

21 年度に向けた保育園待機児童緊急対策

として、公立保育園における定員改定及び

東京都認証保育所の開設等を予定してお

り、これによって 193 名の新たな受入が可

能となります。今後は、21 年 4 月時点で

の待機児童数を勘案した上で、これ以上に

新たな対応が必要な状況であれば検討を

行う予定です。 

また、中長期的な対応については、22 年度

に改定する子育て支援計画に位置づける

こととし、策定の過程において検討を行う

予定です。 

４ 

前回の「子育て支援計画」・「保育計画」の

改定作業には計画の受益者かつ当事者で

ある保育園保護者の代表が参加しなかっ

た。待機児が急増するなど保育を巡る状況

は大きく変化しており、２２年度の「子育

て支援計画」・「保育計画」の改定に向けた

検討の場には、当事者であり計画の影響を

大きく受ける保育園保護者の代表を必ず

参加させるよう要望します。 

５ 

「２２年度に実施される「子育て支援計

画」・「保育計画」の改定作業には、当事者

であり計画の影響を大きく受ける保育園

保護者の代表を参画させること」を要望し

ます。 

２

子育て部会の部会員については、推進協議

会委員のほか、PTA 代表や保育園保護者の

代表者の方にも参加していただく予定と

しています。 
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６ 

小 3 と年少の二人の子どもがいます。私立

の幼稚園の保育料補助金を所得制限によ

り受給できていません。しかし、我が家は

外国からの転入直後で東京に持ち家もな

く、高い家賃を払い生活を維持していま

す。都心での生活費を考えると、持ち家が

ない場合などは、所得制限を高めに設定し

ていただき、受給できるようにお願いしま

す。公立の幼稚園枠もきびしく、放課後の

子どもをあづける場所もないので、母親が

働きに出るのが困難です。 

 

 

 

１

現在、文京区では私立幼稚園に通うお子さ

んの保護者の方を対象とする補助制度を

用意しています。この補助制度は、私立幼

稚園の保育料が家計に占める負担割合を

区立幼稚園のそれに近づけるため、所得に

応じた補助額を決めています。また、所得

制限を設けているのは、所得の低い世帯の

補助額を多くするため予算額の配分を考

慮し、所得制限を設けているものです。 

ただし、入園時の補助（入園補助金）につ

きましては、所得階層区分や所得制限を設

けてはおりません。 

説-1 

保育園定員の増員について 

①19、20 年度の民間保育所の開設に当た

って区が働きかけを行ったか。 

②認証保育所の整備について、今の状況は

どうなのか。 

③グループ保育室の整備について、どちら

で整備するのか。 

④33 人の増に伴い、保育士は増えるのか。

⑤育成室でも待機児はいるのか。 

⑥待機児童について、21 年度の見込みはど

うなのか。 

１

 

①19 年度開設は白山（民間）で 45 人定員。

20 年度は八千代保育園（〃）の 45 人で、

開設に当たっては、区から補助を行って

います。 

②20 年度は本郷３丁目にポケットランド

本郷を９月１日に開設済みであり、20

年１月には、茗荷谷方面で１か所開設予

定です。いずれも 30 人定員です。21 年

度は本駒込方面で検討中です。 

③後楽幼稚園を活用して１か所開設予定

です。 

④保育士は増員予定です。 

⑤育成室も待機者がいます。 

⑥現在、募集中ですので。まだ、わかりま

せん。 

説-2 

保育計画の一部修正案があるが、この中に

一時保育のことが書かれていないのはな

ぜか。 
１

保育計画の修正は、保育園入園待機児の増

に緊急的に対応するものです。一時保育に

ついては、22 年度に子育て支援計画を改定

する時に併せて検討することになります。

説-3 

今後の出生数の推計等の予測を行い、その

上での計画を策定すべきではないか。 

 
１

今回は 124 人の待機児に伴う緊急対応で

す。今年度、人口推計や就労希望など潜在

的なニーズも調査します。これらを踏ま

え、来年度、計画改定を行う予定です。 
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（２） 高齢者・介護保険事業計画 
№ 意  見  要  旨 件数 区 の 考 え 方 

１ 

年金生活者に対する介護保険料が高くて

生活に困る。 １

第１～３段階は比率を 0.05 引き下げ、特

例第４段階、新第５段階を新設し比率の見

直しを行いました。 

２ 

第１・第２段階の基準額比率を 0.25 程度

に引き下げ、第７・第８段階では 3.0 まで

の引き上げを。高額所得者の保険料を増や

し下へ回してほしい。 

２

保険料に対する比率の著しい引き下げ、引

き上げは、被保険者に介護保険料に対する

不公平感を生じさせ、安定した制度の維

持・運営を妨げるおそれがあると考えま

す。 

３ 

65 歳以上の介護保険料について、段階を減

らしてわかりやすくすること。 １

所得階層の幅が大きい場合、被保険者に不

公平感が生じやすいため段階を増やしま

した。 

４ 

介護保険料（案）で第１～第３段階が、減

額されることを歓迎します。ただ、対象人

口比も示されると全体像が描けるので、も

う一歩親切な表の作成をお願いしたい。 

１

保険料段階の対象人口比については、「高

齢者・介護保険事業計画」の中で、詳細に

載せる予定でおります。 

５ 

介護保険料は６億円余る予定であり、平成

20 年度の余り３億円と合わせて９億円の

余剰金となる。現行保険料で査定しても 21

年度は２.５億円余る。したがって保険料

を上げる必要はない。介護給付費を年額３

億円増加させているが、地域福祉の推進に

より増加は止まると推定される。そのた

め、減額することはしても、増額しなくて

よい。 

１

余剰金については、介護給付費準備基金に

積み立て、適正に管理しております。第３

期は財政安定化基金からの借入金に対し

て、約４億７千万円の返還をしました。そ

のため、お示しになった余剰金額とは異な

ってまいります。平成 20 年度末の基金残

高は約６億５千万円と予想しております

が、 低限必要な額を残して取り崩し、保

険料の減額に活用いたします。 

６ 

 

５億円を超す基金を活用して、23 区で も

高い介護保険料をもっと引き下げてほし

い。 
１

介護給付費準備基金は、必要 低限の額を

残して活用を図ります。第４期の保険料

は、それにより現行の保険料より減少する

予定です。 

７ 
介護保険料について、世帯の考えをなくす

こと。 
１

現行のとおりとします。 

８ 

保険料を納めない人が多くなるため、介護

保険は将来、無料にすべきである。 
１

介護保険料の収納率は、ここ数年約 98％と

高いものになっています。今後も安定した

介護サービスを確保していくため、保険料

は大切な財源であると考えます。 

９ 

後期高齢者に近づいているものの、幸い健

康で生涯現役のつもり。税金も保険料も高

いが、払い甲斐のある文京区を益々期待し

ている。 

 

 

 

 

１

介護保険制度の中では、介護予防事業にも

取り組んでおり、活動的な高齢期を応援い

たします。また、介護保険料を払い甲斐の

あるものとするために、適正な介護サービ

スの利用を進めるとともに、介護が必要と

なっても安心できる基盤を整えてまいり

ます。 
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10 特別養護老人ホームを建ててほしい。 ４

11 

特別養護老人ホームに入所希望している

が、なかなか入所できません。統廃合した

小、中学校の敷地を利用して、保育園、学

校、診療所、防災施設などと特別養護老人

ホームなどとを併設できないか。 

１

12 
比較的負担の少ない民間のホームの誘致

をしてほしい。 
１

13 

西片１・（特に）２丁目地区には高齢の単

身者、夫婦が大変に多い。火災、孤独死の

危険がある入院・手術後、退院してから普

通の生活に戻るまでのショートステイな

どやグループホーム、公的な特養ホームが

間に合わないようなら比較的負担の少な

い民間のホームの誘致をして欲しい。とに

かく、事故の起こらぬうちに何とか考えて

ください。危険な位である文京六中や元の

区の出張所などに伴設しての施設ができ

ないものか。 

１

施設の整備につきましては、利用希望者の

状況、他のサービスの利用状況及び今後の

人口推計等の状況を踏まえ検討いたしま

す。 

14 

手術などの急性期が終わった人には、療養

型のベッドがほしい。３か月を超えたら行

き場がない。 
１

介護療養型医療施設は、国の医療制度改革

の一環とされる療養病床の再編成に伴い

平成 23 年度末で廃止されます。介護保険

施設等への転換を支援していきます。 

15 

「介護を受ける本人」とともに「介護する

家庭」を支える制度の構築が急務である。

１

介護者支援は、介護を考える上で非常に重

要であると認識しております。そのため、

家族支援の視点を盛り込んだケアプラン

の作成ができるよう、介護支援専門員の資

質向上を図るとともに、認知症介護教室等

の介護者支援のための必要な事業を実施

してまいります。 

16 

同居人がいる高齢者や高齢者世帯へのヘ

ルパー派遣の制限をやめてほしい。 

１

介護保険制度では、同居の家族が障害や疾

病がある場合など、本人やご家族の状況を

検討して必要不可欠な生活援助について

は利用可能です。利用の考え方について

は、ケアマネジャー等に周知を図ってまい

ります。 

17 

軽度の高齢者へのヘルパー派遣のカット

や切り下げをやめサービスを元に戻して

ほしい。介護保険が適用されない受診介助

や緊急時の対応など生活を支える上で必

要なサービスを区として独自に上乗せし

て提供してほしい。 

２

要支援１・２の方々は、介護予防による自

立支援の対象となります。その目的のため

にヘルパー派遣が必要となれば利用可能

です。 

現在、介護保険の訪問介護サービスになじ

まない内容については、社会福祉協議会の

いきいきサービス、シルバー人材センタ

ー、民間サービス等のご利用をお願いして
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おります。区独自の上乗せのサービスにつ

いては、ご要望や実態等の把握につとめ、

必要に応じて検討してまいります。 

18 

給付額見込額が多すぎる。 

１

給付額の見込みは、給付実績、第１号被保

険者数の推移、高齢者の年齢分布、認定率

などを勘案して推計します。利用について

は、介護保険制度の趣旨に沿ったものにな

るよう、適正化に努めます。 

19 

国庫負担金の引き上げを強く要求して、実

現してください。 

１

介護保険制度に関しては、調整交付金を別

枠化し、給付費の 25％を確実に国庫負担と

することなどを全国市長会として国に要

望しております。今後も必要な事項につい

ては、積極的に国へ要望してまいります。

20 

介護報酬の引き上げは、介護職員の給与に

どのような影響があるのか。 

 

 

１

21 

介護従事者の給料が極めて低く生活でき

ない状況にある。介護従事者（第一線に働

く人）の給料が安すぎて人材の育成どころ

か、人が集まらないのが実情である。 

１

平成 21 年度から介護報酬が全国平均でプ

ラス３％（在宅分 1.7％、施設分 1.3％）

改定されます。今回の改定は①介護従事者

の処遇改善、②医療との連携や認知症ケア

の充実、③効率的なサービスの提供や新た

なサービスの検証を目的としています。そ

のため、サービスによって介護報酬改定の

影響は一律ではありませんが、給与の引き

上げにつながる事業所も少なくないもの

と考えております。 

人材育成については、これまでも研修や事

業者部会などにより支援を行ってきまし

た。今後とも、区内事業者の介護職員の確

保についても努力してまいります。 

22 

介護施設経営者など上層部の給料が高く、

不正請求などの不正があるのではないか。

１

各事業所の給与体系については、事業者が

任意で設定することとなっています。ただ

し介護保険給付等の不正請求や不適切な

サービス提供等に関しては実地指導等を

通して、発見、是正し、また事業所の質の

向上のため指導等を行っています。 

- 5 - 



23 

介護保険行政に従事する公務員数が多く、

無駄な税金が支出されている。計画ばかり

考えず第一線に出て検討してもらいたい。

１

職員数は、介護保険制度運営に必要な配置

を行っております。 

介護保険事業計画は、介護保険制度の適切

な運営のため３年に一度見直しを行うこ

ととなっております。策定に当たっては、

できるだけ皆様のご意見を反映できるよ

う実態調査を行うとともに、関係団体の代

表や区民参加で構成される委員会におい

て検討を行いました。 

24 

介護保険制度について、５年後の見通しは

いかがか。 

１

人口推計、第１号被保険者数の推移、高齢

者の年齢分布、認定率などの推計や、現在

のサービスの給付実績などを基に、サービ

スごとの利用量を推計いたしました。詳細

については、高齢者・介護保険事業計画を

ご覧ください。 

25 

現状と成果を知りたい。 

 

 

 

 

１

計画における各施策の現状及び成果等に

ついては、毎年度当初の地域福祉推進協議

会に報告しておりますので、ホームページ

等でご参照ください。 

26 

介護保険事業計画について、年次ごとに計

画の達成状況を区報に載せて欲しい。 

 

 

 

 

１

計画の達成状況は、地域福祉推進協議会な

どで報告し、ご意見を頂いております。実

施概要は毎年区報に掲載するとともに、詳

細な実績等についても「文京の介護保険」

を作成し公表しております。 

27 

計画は十分検討され内容は充実している

と思うが、実行可能なものか予算の裏付け

と各計画間の優先順位を含めたタイムス

ケジュールを明らかにしてほしい。 

１

本計画は各施策について、記載したもので

す。今後、各施策を実施するに当たって、

タイムスケジュール及びそれに伴う予算

を計上していきます。 

28 

３期の総括と介護現場の問題点を明らか

にすべき。 

１

第３期の計画値と実績値との比較いたし

ますと、要支援１・２の認定者数と利用率

が計画値を大きく下回ったことと訪問介

護、施設サービス等の利用が計画値より減

少したことなどが特徴となっています。そ

の一方で、要介護認定者は計画値を上回っ

ており、訪問系サービスの利用は国の平均

の約 1.8 倍、特別養護老人ホームの利用も

国や都の平均を上回っている状況です。第

３期の総括については、高齢者・介護保険

事業計画でお示ししております。 

介護現場の課題については、実態調査の実

施や相談事例等で把握に努め、計画に反映
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いたしました。観点としましては、地域の

包括ケア体制の充実、認知症高齢者への支

援、福祉人材の確保と資質の向上等が重要

であると認識しております。 

29 

期間内でサービス基準の改善、保険料の修

正ができるようにすることが必要ではな

いか。 

１

現行の介護保険制度では、保険料は３年間

を単位とした計画期間ごとに設定します。

計画期間内に財政運営上大きな支障が生

じると見込まれるときには、必要な手続き

を経て保険料率を変更することが可能で

すが、第３期はその必要性はなかったと考

えます。 

30 

区内の孤独死の状況は把握されていない

という事ですが、私たちの近所でも高齢者

の方の孤独死や自殺が起こっています。区

内の実態をきちんとつかまれ対策を早急

に立てられるようお願いします。 

31 
ひとり暮らしの方に対する支援を充実さ

せてほしい。 

２

ひとり暮らしの高齢者は今後も増加する

と予想され、ご指摘の点は大きな課題と認

識しております。緊急通報システムの設

置、緊急連絡カードづくり、ハートフルネ

ットワークでの見守りなど充実を図って

まいりました。今後もより効果的な方法に

ついて検討してまいります。 

32 
申請書類が齢とともに難しくなってきた。

住民基本番号を利用し、個人情報をまとめ

申請が簡単になるようにお願いする。 

１

個人情報保護の問題などもありますが、申

請については簡略化できるように努めま

す。 

33 

高齢者世代と子育て世代が交流し、支え合

えるようなマッチングができないか。 

１

各世代において、孤立化が課題とされてい

ます。関心があっても交流のきっかけがつ

かめないことが多く、区として安心して関

われるようなコーディネートを進めてい

くことが、重要であると考えています。 

説-1 

（基金）積立金を有効活用することによっ

て保険料にどの程度の影響があるのか。基

金を全部、取り崩すとどの程度、下がるの

か。基金は取り崩す前提なのか。 
３

積立金の活用には様々な条件があります。

ただし、第３期までの借金の返済が終わり

ますので保険料は下がり、年額 51,800 円

となります（平成 20 年 12 月説明会開催時

における推計）。基金は、制度的には全部、

取り崩すという性格のものです。 

説-2 
国の交付金の率をアップしてほしい。この

ことを計画に盛り込んでほしい。 
１

調整交付金については、区長会を通じて要

望を出しています。 

説-3 

介護報酬が 3％アップしたときの影響はい

かがか。 

 

 

 

１

年額 56,000 円になります（平成 20 年 12

月説明会開催時における推計）。 

説-4 

介護保険料のこともあるので、もっとこの

計画に関心を持ってもらえるようＰＲし

てほしい。 １

計画策定後、３月末に区報特集号で内容を

お伝えいたします。また、出前講座をご活

用くださいますようお願いいたします。今

後とも、いろいろな方法による PR に努め

てまいります。 
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説-5 

計画中に特養は作るのか。また、介護施設

は十分であると考えているのか。地域密着

型特定施設及び同特養の見積もりがない

のはなぜか。小規模のものであれば都内の

土地の状況でも可能なのではないか。 

３

特養などの介護施設の整備につきまして

は、人口推計、保険料への影響、利用希望

者の動向及び在宅サービスの充足状況等

を踏まえて検討していきます。 

説-6 

第３期の計画では、給付費の計画数値と実

績額の差が大きい。この差がサービスの低

下につながったのではないか。 

 

１

第２期の計画では計画数値を実績額が大

幅に上回る状況がありました。特に、文京

区の訪問介護サービス費は、全国平均値の

2.6 倍という状況でした。第３期計画では、

第２期計画の給付費の実績額に基づき、計

画数値を見積もっていますが、一方で、介

護保険制度の趣旨に沿ったサービスの適

正化を図ったため、ご指摘のような計画数

値と実績額の差が生じたものと考えてお

ります。 

説-7 

介護報酬の引き上げは、介護職員の給与に

どのような影響があるのか。 １

影響があると思いますが、事業者により影

響が異なるので、一概には言えない部分が

あります。 

説-8 

特定施設生活介護を説明してほしい。 

１

区民で区内の有料老人ホームを利用して

いるのは全体の２割程度です。あとは区外

の施設を利用しています。有料老人ホーム

には、住宅型・介護付がありますが、軽度

の介護を要する方で新しい住まいのあり

方としてこのような相談も増えています。

説-9 

今までの実績を積み上げたものが計画で

はないのか。 １

今までの実績・今後の人口推計等を踏まえ

た上でサービス量の推定を行い、計画を策

定しています。 

説 

-10 

第３期の計画と実績との比較（総括）を出

してほしい。 
１

計画の中で記述されておりますので、参考

にしていただきたいと思います。 

説 

-11 

孤独死の状況は把握しているのか。 

 

 

４

把握していませんが、区では民生委員やハ

ートフルネットワークの民間協力機関等

と協力し対応しています。 
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（３） 障害者計画 
№ 意見要 件数 区の考え方 

１ 

・身体障害者の雇用について、外部に働き

かけるだけではなく、区の職員としても

積極的に雇用すべきである。 

・ 近の社会状況に鑑みて、雇用の保障・

継続を支援する必要がある。 
１

文京区ではこれまでも障害者雇用を進め

ており、区役所における障害者雇用は法定

雇用率を上回っております。 

区内における障害者の雇用の促進につき

ましては、区内障害者通所施設や特別支援

学校、飯田橋公共職業安定所などで構成さ

れる文京区障害者就労支援連絡会議を始

めとして、関係諸機関との連携を更に強化

し、身近な企業で障害者の方が就労できる

ように支援してまいります。 

２ 

人工透析後、シビックホール３階の席に行

く際、血圧が下がって倒れそうだった。シ

ビックホールにエレベーターやエスカレ

ーターの設置がないのは、障害者に対する

差別でではないか。 

１

文京シビックホールは、複合施設であるシ

ビックセンターに併設されています。エレ

ベーターの設置については、シビックセン

ターの建築計画の中で検討しております。

ご指摘のシビックホール３階席（ホール２

階席）へは、シビックセンター正面エント

ランスのエレベーターをご使用いただけ

ます。また、ホール客席については、車椅

子で走行可能な１階席中央に車椅子席を

設置するなど障害者の方に配慮した施設

としております。 

エレベーターのご使用については、主催者

等に申し出ていただければご案内させて

いただきます。 

３ 

・福祉センター建て替えについては、｢中

間のまとめ｣の段階で検討経過ものせる

べきです。 

・教育・福祉センターの建設地は五中跡地

が有力ということですが、急坂の途中に

あり、バリアフリーに反します。誰にと

ってもアクセスの良い区の中央付近に

設置すべきです。また、検討に際しては、

区民の声を広く聴いてください。 
１

計画には、「福祉センターの建て替え」と

いう項目はありませんが、建て替えに伴う

機能面の充実など、該当事業の中で記載し

ています。 

ご指摘の「協議会」は、昨年６月より開始

し、建て替え地と施設内容等の基本的な考

え方について、広範な検討を行っていただ

き、1 月 30 日に答申をいただきました。

今後は、答申を参考に喫緊性に配慮しつつ

慎重に検討します。 

なお、協議会は学識経験者、地域の代表、

福祉センター利用者の保護者、学校関係者

及び公募委員等の２３人で構成され、この

中には、礫川、大塚、音羽の各地区町会連

合会からの代表がそれぞれ２人参画され

ております。 
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４ 

障害者計画の中心には自立支援の応益負

担の考えを据えるべきではない。国へも見

直し、廃止を求めていくべきだ。 

 
１

障害者自立支援法は、サービスの量に応じ

た利用者負担を原則とする、応益負担制度

を導入したものです。 

利用者負担上限額の設定には、低所得の方

等への様々な軽減策等、十分な配慮がなさ

れてきておりますが、応益負担制度につき

ましては、国において十分議論すべき問題

と考えています。 

説-1 

団子坂の歩道が狭いし、危ないので何とか

してほしい。 
１

文京区は坂も多いし、歩道も狭いので、障

害者の方が生活するには厳しいものがあ

るが、少しずつ道のバリアフリー化を進め

ていきたいと考えております。 

説-2 

住宅のバリアフリー化を進めてほしい。 

１

住宅のバリアフリー化については、要綱に

基づいたお願いをしています。共同住宅に

ついてもバリアフリー化が進んできてい

ると思いますが、今後も、整備、誘致につ

いては取り組んでいきたいと考えており

ます。 

説-3 

地域自立支援協議会はどのような運営を

行っているのか。傍聴はできるのか。 

また、どのようにいかされているのか。 ２

学識経験者や区内の事業者等で、年４回、

事例研究をしております。自立支援協議会

での議論には、相談支援の具体的な事例な

ど個人情報が含まれているため、非公開と

しています。 
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（４） 保健医療計画 
№ 意見要旨 件数 区の考え方 

１ 

特定保健指導に係る経費を削減したほう

が良い。 

 
１

特定保健指導は、各医療保険者毎に実施す

るものです。今後、様々な機会を通じてこ

のようなご意見を関係機関に伝えていき

たいと思います。 

２ 

保健医療計画の中心には従前の成人健診

や高齢者健診を据えるべきである。区民と

していつでもどこでも誰でも同様の健診

を受けられるようにするべきである。 

 

１

法律が改正され新たな特定健康診査とい

う制度が始まったところです。医療保険者

が責任を持って健診を実施する体制を整

えたことで受診率向上は期待できると考

えております。 

３ 

特定健診の充実 

①心電図などの検査をこれまでと同じよ

うに実施してほしい。 

 

 

②検査日については３月末まで実施を延

期するとともに、希望によって柔軟に実

施できるようにしてほしい。 

③生活保護者については全員（40 歳以上）

に区から受診券を送付してほしい。 

④健保家族の方も国保加入者と同じよう

に気軽に身近なところで無料か低額で

健診ができるように区として援助して

ほしい。 

１

 

①心電図・眼底・貧血検査は来年度から区

独自の基準を追加し、医師の判断で実施

できるよう調整中です。 

②健診の実施時期は特定保健指導との関

係もあり検討中です。 

 

③生活保護受給者には、担当部署から全員

にご案内しています。 

④高齢者の医療の確保に関する法律によ

り、医療保険者に実施義務があるため、

健保家族に区が重複して健診を実施す

ることは考えておりません。 

４ 

乳がん検診の対象年齢を引き下げてほし

い。 
１

乳がん検診は、40 歳未満において対策型検

診としての有効性は確認されておりませ

んので、現在、乳がん検診の対象年齢を引

き下げる考えはありません。 

５ 

がん検診の充実 

①乳がん検診を希望者がすべて受診でき

るよう予算を増やしてほしい。 

 

②前立腺がん検診を実施してほしい。 

１

①乳がん検診は、来年度、区内の検査機関

3 か所を拡充し、受診者枠の増加を図る

予定です。 

②前立腺がん検診は、対策型検診としての

有効性が確立されておらず推奨されて

いないため、現在のところ実施する予定

はありません。 

６ 

新型インフルエンザがまん延した場合の

より具体的なアクションプランを早く構

築してほしい。 
１

専門家の意見もふまえ現在、庁内で対策マ

ニュアルを作成しています。今後、積極的

に情報提供をしていきたいと考えており

ます。医療体制につきましても、都と連携

をとりつつ、より良い体制の構築のため、

区内の医療機関と検討を進めています。 
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７ 

地域の開業医についての情報を区民に知

らせてくれるような方法はないのか。 

１

・文京区内の医師会が「かかりつけ医事業」

において「かかりつけ医相談窓口」を設

置して電話相談を行ったり、「かかりつ

け医マップ」を作成しています。区はこ

れに対して支援を行っています。 

・東京都が医療情報サイト「ひまわり（都

医療機関案内サービス）」で提供してい

ます。 

８ 

乳房マッサージは、１回 4,000 円～5,000

円と子育て世代にとっては、経済的負担が

大きい。区の積極的な支援をお願いする。

 

１

出産後 120 日以内の母親から申し出あっ

た場合に、１回 500 円で利用できますが、

現在、補助を拡大する予定はありません。

産前・産後の悩みは、地区担当の保健師が

相談を受け、訪問指導等を行っています。

９ 

出産直後の家庭に栄養バランスのとれた

安価な弁当を配達できるよう区は援助し

てほしい。 

１

この食事サービス事業は文京区社会福祉

協議会の事業として実施しており、現在の

ところ、区が追加の補助をすることは考え

ておりません。また、食事サービス事業の

利用者の９割以上は、高齢者の方ですが、

同じ夕食を妊婦の方や産後の方も実際に

利用しております。個々人に合わせてメニ

ューを変えることは、調理業者に別の献立

を毎日作成させることとなり、困難である

と考えています。「安否確認」は、当食事

サービス事業の必須条件であり、産前産後

の方につきましても、必要であると判断し

ておりますので、省略することはいたしま

せん。 

10 

乳幼児親子を対象としたイベントを多く

やってほしい。又、乳幼児親子に対し、バ

リアフリーで安価な施設の提供、保健サー

ビスセンターの無料貸出しをお願いした

い。 

１

保健サービスセンターは保健衛生事業実

施のために設置されており、一般に貸し出

すことは考えていません。 

説-1 

住民健診の検査項目に、心電図や眼底検査

を加えてほしい。 

１

健診制度が変わり、必要がある方に対して

このような検査を実施するよう国が指針

を定めており、文京区では、これにしたが

って健診を実施しました。次年度は受診率

向上の観点からも、項目を増やすよう前向

きに検討しています。 

説-2 

自殺の原因は把握しているのか。 

１

把握していません。今後は、様々な方面と

協力しながら対策を行っていきたいと考

えています。 
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説-3 

食品の安全について、汚染米は給食に使わ

れたのか。また、輸入食品の抜き打ち検査

はしているのか。 
１

汚染米は区内の給食では使われていませ

ん。食品の抜き打ち検査については、以前

から一定の計画の下に実施しています。 

説-4 
集団接種時の負担を減らしてほしい。 

１
なるべくスムースに接種できるようにし

ていきたいと考えています。 
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（６） 地域福祉の推進計画 
№ 意見要旨 件数 区の考え方 

１ 

高齢者にとりバリアフリーの街作りは重

要関心事だが、必ずしも整備されたものと

なっていない。狭い歩道に設置されている

視覚障害者用の凸凹は高齢者がつまづく

大きな原因となっている。又、傾斜した歩

道、狭い歩道をマナーも規則も守らず猛ス

ピードで走る自転車、禁煙を守らぬ人々な

ど本当に安心して歩ける歩道となってい

ない。 

２ 

歩道の誘導用ブロックの凸凹、傾斜をなく

すなど本当に安心して歩ける歩道にして

ほしい。 ２

文京区では、誰もが安心して利用できる道

づくりを目指し、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの道づくり事業を

進めております。この事業は、障害者や高

齢者等の社会参加を一層推進していくた

め、視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸや坂道における

手摺りの設置、歩道と車道の段差解消等を

行っていくものです。視覚障害者用誘導ブ

ロックの凸凹については、目の不自由な方に

利用しやすいものとなるよう規格が定めら

れておりますので、ご理解をお願いいたしま

す。事業に先立ち、区では、平成１２年度に

区道の歩道・階段・ﾊﾞｽ停などにおいて障害

となる箇所の調査を行っており、この結果に

基づいて、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ整備工事を実施しており

ます。また、歩車道の段差解消を行う整備手

法としては、歩道のｾﾐﾌﾗｯﾄ化（車道を嵩上げ

することで、歩道との段差を解消する方法）

等があり、整備することで、歩道の傾斜も緩

やかになり、車乗入部でも平坦になります

ので、歩きやすい歩道となります。しかし

ながら、文京区のように起伏の多い地形で

は、整備が困難となる場合がありますが、で

きる限り、障害の解消に努めてまいります。

３ 

ファミリーサポートに依頼したことがあ

るが、協力者が近所にいなかったので頼め

なかった。利用しやすい制度にしてほし

い。 
１

４ 

ファミリー・サポート・センターをもっと

利用できるようにしてほしい。 

１

現在、利用会員のニーズに対しては、複数の

お子さまの保育など提供会員による対応が

困難なものを除き、ほぼ対応ができていま

す。対応が困難なものの中には、延長保育な

ど他のサービスで対応できるものもあり、そ

の都度、ご案内していますが、今後、多様化・

増加する傾向にあると想定される需要に対

応していくため、様々なメディアを活用する

こと等により、提供会員、特に男性会員の増

を図っていきます。 

現在、提供会員による対応が困難な要望（複

数のお子さんの預かり・長時間の預かりや遠

距離の送迎等）を除き、提供会員が近所にい

る、いないにかかわらず、ほぼ対応できてい

ます。多様化・増加傾向にある需要に対応し

ていくため、様々なメディアを活用すること

などにより提供会員を増員するための活動

を怠ることなく続け、事業の充実に努めてま

いります。 
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５ 

一人暮らしの高齢者や高齢者夫妻の世帯

が区内で住宅を探すのは依然深刻である。

区内で住み続けられるように公的な高齢

者住宅を区としてもっと確保してほしい。

１

本区の人口は平成１１年から増加 傾向にあり、

住宅ストックも充足している状況から、第三次住

宅マスタープランにおいて、区が直接的に住宅

供給する施策は当面採用せず、住宅ストックの

活用を重視していくとしています。従いまして、

区が新たにシルバーピアなど公的な高齢者住

宅の建設等を行う考えはありません。高齢者な

どに対しては、住み替え家賃助成や住み替え

相談会、すみかえサポート事業等を実施してい

ます。また、本年度から住み替え家賃助成の資

格要件を緩和し、取壊し等による立ち退き要求

を受けていることに加え、生活環境の改善によ

る転居を追加しました。その結果、平成 20 年 12

月末現在において既に前年度実績の倍以上の

ご利用を頂いております。今後も引続き支援の

充実に努めてまいりたいと考えております。 

６ 

元気で独り身の高齢者も増えるので、新た

に建設するマンションに高齢者用住宅を

一定程度義務つけるのは意義があると思

うが、いかがか。 １

新築の建築物について福祉環境整備要綱を

用いてバリアフリー化をお願いしています

が、高齢者用の住居を一定程度、義務付ける

のは現時点では困難かと思います。引き続き

高齢者の方が住みやすい地域づくりを目指

してまいります。 

７ 

高齢者の健康維持を図るために、体力測定

だけではなく、体力づくりの施策を充実さ

せるべきである。 

総合体育館の利用の PR に努めるととも

に、利用料の高齢者割引を設けてほしい。

１

・個人の身体の状態を客観的に把握するため

に体力測定会を行い、この結果を基に個別

に必要な運動について指導している。ま

た、毎週火曜日に公衆浴場を利用し、無料

でエアロビクス、健康体操を実施していま

す。 

・総合体育館、スポーツセンターのトレーニ

ングルームの利用につきましては、今後と

も PR に努めてまいります。また、高齢者

の個人利用料の割引制度につきましては、

今後検討していきたいと考えております。

８ 

計画は十分検討され内容は充実している

と思うが、実行可能なものかどうか予算の

裏付けと各計画間の優先順位を含めたタ

イムスケジュールを明らかにしてほしい。

１

本計画は各施策について記載したものです。

今後、各施策を実施するに当たって、タイム

スケジュール及びそれに伴う予算を計上し

ていくことになります。 

９ 

基本理念⑷は文字どおり施策に生かされ

るのか。また、高齢者、障害者（児）別の

現状と成果及び５年後、１０年後の学校公

園施設使用計画を知りたい。 

 

 

1

地域福祉計画の基本理念は本区の保健福祉

分野の事業すべてに生かされております。ま

た、５年後、１０年後の計画についてですが、

高齢者・障害者に関する計画は３年毎に見直

しを行っていくこととなっております。 
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10 

少子・高齢化・経済のグローバル化が進む

中で、従来の高度成長期の体制では対応で

きなくなっている。区としても区民の幸福

を守るために国、東京都に対して意見を上

げ、区民の意見を取り上げることが必要

だ。 

１

国・東京都に対しては、これからも必要に応

じ、特別区長会や全国市長会を通じ、意見・

要望を上げていきます。 

 

11 

私は区内施設のボランティアをして５年

になります。どこの施設も人手が足りませ

ん。ボラをする人が施設入所やデイケアな

どを利用する時に即入所できないでしょ

うか。他区にはそのようなサービスもある

ようなので、文京区もどうかお考えくださ

い。ビーグルバスを通してください。 

１

ボランティア活動の対価として介護施設へ

の優先入所できるようにすることは、現在の

ところ考えておりません。将来への課題とさ

せていただきます。 

12 

健康体操教室を開ける施設の確保が難し

くて困っています。利用料をもう少しお安

くし、和室、洋室、ホールなど全ての施設

に鏡をつけていただくようお願いします。

鏡のないところでの体操は、指導者も目が

行き届かず、ケガの危険があります。可動

式のものでも結構ですので、ぜひ各アカデ

ミーにそなえてください。 

１

生涯学習施設等の利用料につきましては、管

理運営に必要な経費等から考えると、決して

高くないと考えておりますので、引き下げる

考えはありません。また、すべての施設に鏡

をとのご要望ですが、各施設には様々な用途

に使用されていることから、すべての部屋に

鏡の設置をすることは考えておりません。次

に、可動式の鏡については、移動時に破損の

危険性があることから、設置につきましては

慎重に検討していきたいと考えております。

13 

・総合的に良く出来ている。 

・待機児童（保育園）が増加している状況

はとても望ましい。老若男女それぞれ住

み易い文京区づくりを 

・後期高齢者に近づいているものの、幸い

健康で生涯現役のつもり。税金も保険料

も高いが、払い甲斐のある文京区を益々

期待している 

・何かと物騒な社会。地域力のアップが「安

全」確保につながる。 

１

貴重なご意見としてうけたまわりました。 

14 

私は二十年来、腰が痛くて 型とマッサー

ジに通って３分と立っていられないので

すが、バスの停留所にいすがあるところが

少く、とても困っています。どうぞ腰掛で

もいすでもそなえて下さい。御願い申し上

げます。 

１

バス停の椅子は、バス事業者が設置すること

ができます。東京都交通局へ要望願います。

区道につきましては、階段途中の踊り場や、

歩行者のすれ違いに障害にならないような

広い歩道等への椅子の設置について検討し

てまいります。 

15 

生活保護利用者が病院で治療を受ける

ために必要な通院交通費（移送費）の削減

を止めてほしい。 

 

１

国の通知に基づき、移送に必要な 小限度の

額を給付今後とも、給付してまいります。従

来どおり、必要 小限の通院医療費は支給し

ており、削減はしていません。 
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16 

バリアフリーの推進に関連して①区の交

流館などの集会室とくに壽会館から移行

したところについては、和室だけのところ

は洋室を設置し、和室には、和室用椅子を

設置してほしい。なお、カラオケができる

ように防音設備を設置してほしい。②向丘

交流館について、４階だてなのでエレベー

ターを設置してほしい。また、同館は、敷

地が広いので町会の催し物ができるたま

り場的なものも入れた複合施設として改

築してほしい。 

 

 

１

交流館は、寿会館や区民会館などを施設転換

し、地域住民相互の交流の場や世代間交流の

場等になることを目的として設置した施設

です。現在、様々な交流事業や教室などが開

催され、子どもから高齢者まで幅広く区民に

利用されている交流館もあります。しかしな

がら、区民会館から転換した施設等一部の交

流館においては、規模など施設状況の問題に

より「貸館」としての利用が主となり、住民

相互の交流の場としての機能を十分果たし

ていないという現状もあります。また、全体

的に老朽化が著しく進んでいる施設や小規

模な施設が多いことから、今後、近隣施設の

改築時等に複合施設化による集約化、規模の

適正化を図ることによって、地域住民相互の

交流の場として多くの区民が利用できるよ

う整備してまいります。なお、和室用椅子に

ついては、一部施設については、既に配置し

てありますが、今後、各施設に整備してまい

ります。 

説-1 

道のバリアフリーについて、歩道の様々な

障害をなくし、歩きやすくしてほしい。歩

道が車道の方に傾斜しているところもあ

り、乳母車、車椅子を使用する人にとって

危険なところもあるがどう思うか。 

１

文京区では、誰もが安心して利用できる道づ

くりを目指し、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの道づくり事業を進

めております。この事業は、障害者や高齢者

等の社会参加を一層推進していくため、視覚

障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸや坂道における手摺りの

設置、歩道と車道の段差解消等を行っていく

ものです。視覚障害者用誘導ブロックの凸凹

については、目の不自由な方に利用しやすい

ものとなるよう規格が定められております

ので、ご理解をお願いいたします。事業に先

立ち、区では、平成１２年度に区道の歩道・

階段・ﾊﾞｽ停などにおいて障害となる箇所の

調査を行っており、この結果に基づいて、ﾊﾞ

ﾘｱﾌﾘｰ整備工事を実施しております。また、

歩車道の段差解消を行う整備手法としては、

歩道のｾﾐﾌﾗｯﾄ化（車道を嵩上げすることで、

歩道との段差を解消する方法）等があり、整

備することで、歩道の傾斜も緩やかになり、

車乗入部でも平坦になりますので、歩きやす

い歩道となります。しかしながら、文京区の

ように起伏の多い地形では、整備が困難とな

る場合がありますが、できる限り、障害の解

消に努めてまいります。 
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説-2 

民生委員はもっと積極的に活動してほし

い。区でなければ判断できないと何回か言

われたことがある。 １

民生委員は行政権限を持っていません。民生

委員には、問題を一人で解決しようとせず、

区にも相談してほしいとお願いしています。

状況によっては区に話してもらっても構い

ません。 

説-3 

高齢者と孤独な母子とのマッチングがで

きないか。 

１

現在でも乳児健診時や子育てサロンなどに

おいてお手伝いをお願いしています。また、

子育てサロンも開設しています。 

どの世代でも孤立化が進んでいます。区とし

て、安心して関われるようなコーディネート

が重要であると考えています。 

ファミリー・サポート・センター事業の提供

する側、受ける側のミスマッチという課題が

来年度、計画を検討する上で大きなテーマに

なると思います。 

説-4 

団塊の世代の退職者が、保育園の送迎をい

きいきと行っている区もある。地域の様々

な力の取り込みが重要である。 

１

貴重なご意見としてうけたまわりました。 
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６ その他 
№ 意見要旨 件数 区の考え方 

１ 

介護保険、身体障害者手帳を使っている

が、申請書類の作成等が年齢とともに難し

くなった。住民基本番号を利用し、個人情

報をまとめて簡単にしてほしい。 

１

各種手続きについては、個人情報の取扱い

もあり、難しい面もありますが、区民の方

の利便性を考慮し、今後、一層の簡素化に

努めたいと思います。 

２ 

計画実施に当たって予算の根拠を示して

ほしい。 

 
１

予算については年度主義であり、計画に基

づき各施策に要する予算については年度

において計上します。また、各年度におけ

る施策の実施状況（経費の状況を含む。）

につきましては、地域福祉推進協議会に報

告後、ホームページで公開しています。 

３ 

各計画間の優先順位を示してほしい。 

 １

各施策を巡る状況を考慮し実施していく

ものでありますので、特に優先順位という

ものはありません。 

４ 
国・都に対して政治の問題点を明確にして

ほしい。 
１

様々な機会を通じて、国・東京都に対して

意見を伝えています。 

５ 

12 月 6 日（土）に区民説明会に伺いまし

た。いくつか質問をさせていただきまし

た。質疑応答のときにつくづくと感じたの

ですが、直接回答くださった職員の方々の

中には、文京区の現状、区民の暮らしをわ

かろうとしていらっしゃる方と、わかって

いらっしゃらないし、わかろうとしていら

っしゃらない方がいらっしゃるようです。

成澤区長の２つの大きな方針である子育

て支援とお年寄りに対する支援が文京区

の 大のテーマであるのだからこの二つ

に関しては本気で改善をしないといけな

い、と感じていらっしゃる職員の方、そう

でない方、とくっきりと二つに分かれてい

るような気がしました。どんなに区が大掛

かりな企画を立てても、肝心な部署の職員

の方々のモチベーションが低くては、奇麗

事だけがならんだ企画書が一つできただ

けで終わってしまうのではないでしょう

か。職員の方々には区民の悩みや現状をき

ちんと把握していただきたいです。把握し

ようとしなくては、問題意識がなければ自

分には居場所がない、区役所では必要とさ

れない、といった危機意識を持っていただ

けないものでしょうか？ 

区では、職員の意識改善プロジェクトが企

画されている、と伝え聞いていますが、職

１

区民説明会の日程につきましては、土曜日

の昼間時に１回（区民センター）、その後

は、各日常生活圏域（大塚地区、駒込地区、

富坂地区（本冨士地区は区民センターで開

催）毎に夜間、開催いたしました。土、日

にしか参加できない方、夜しか参加できな

い方などに配慮して日程を決定いたしま

した。出前講座も利用していただきたいと

思います。 
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員の方々は真摯な気持ちで取り組んでい

ただきたいと思います。 

また区民への説明会が平日の 18 時 30 分

からか、土曜日にしかなかったことにも疑

問を持ちました。説明を聞きたい区民の中

にはお年寄り、子育て中の区民で、平日の

明るい時間しか参加できないといった事

情の方もいらっしゃいます。 

説-1 
保険料未納で後期高齢者医療保険証がな

い人に対する対策を盛り込んでほしい。 
１

個人の様々な事情を勘案して判断してい

ます。 

 
 


